
 

 

 

 

 

 

① 令和８年度国民健康保険の運営について
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令和4年度 令和5年度 令和6年度
令和7年度
決算見込

令和8年度
予算

（対前年） （対前年） （対前年） （対前年） （対前年）

8,910世帯 8,390世帯 7,984世帯 7,615世帯 7,330世帯

(▲398世帯) (▲520世帯) (▲406世帯) (▲369世帯) (▲285世帯)

13,008人 12,031人 11,307人 10,651人 10,225人

(▲831人) (▲977人) (▲724人) (▲656人) (▲426人)

区　　分

平均加入世帯数

平均被保険者数

・短時間労働者に対する社会保険適用の拡大や、後期高齢者
医療制度の移行などにより、国保被保険者数は減少している

・令和４～６年度にかけて、団塊の世代が後期高齢者医療制
度に移行し、国保被保険者は大きく減少した。今後も、少子
高齢化により被保険者数の減少が緩やかに続く見込み

国保加入世帯数・被保険者数の推移
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一人当たり給付費と給付費合計の推移

5,247千円
5,197千円

5,171千円
4,937千円4,830千円

4,657千円4,597千円
4,564千円

363,637円366,174円373,679円379,538円
401,425円

413,251円
431,565円

446,381円
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1,281 1,280 1,230 
1,105 1,095 1,055 1,054 1,069 

93.05%
92.75%

93.46% 93.41%
92.92%

94.18%

93.46% 93.45%

500 

1,000 

1,500 

2,000 

R１ R2 R3 R4 R5 R6 R7
決算見込

R８

予算

88.00

90.00

92.00

94.00

％

収納額 収納率

現年度課税分　年度別　収納額・収納率の推移

百万円
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令和８年度標準保険税率と

加賀市の令和７年度保険税率の比較

令和８年度からは子ども・子育て支援金制
度が創設され、これまでの医療分・後期支
援分・介護分に加えて、子ども・子育て支
援納付金分が追加される。

医療分・後期支援分・介護分においても、
加賀市の現行税率は、県の提示する令和８
年度標準税率と大きく乖離している。

所得割 均等割 平等割 所得割 均等割 平等割 所得割 均等割 平等割 所得割 均等割 平等割

（％） （円） （円） （％） （円） （円） （％） （円） （円） （％） （円） （円）

加賀市
R7税率　 ①

7.36 27,600 20,800 2.20 8,900 6,200 1.88 9,700 4,400 - - -

県提示
R8標準税率　②

8.97 38,808 24,894 2.80 12,046 7,727 2.48 12,742 6,205 0.29 1,313 808

差②-① +1.61 +11,208 +4,094 +0.60 +3,146 +1,527 +0.60 +3,042 +1,805 +0.29 +1,313 +808

医療分 後期高齢者支援分 介護納付金分 子ども・子育て支援納付金分

税率区分

一人当たり
調定額（円）

加賀市
R7税率　 ①

122,262

県提示
R8標準税率　②

155,979

差②-① +33,717
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子ども・子育て支援金制度について

令和８年度から子ども・子育て支援金制度が創設される。この子ども・子育て支援金制
度は子どもや子育て世帯を全世代で支えるための制度であり、「子ども・子育て支援金」は、
国保を含むすべての医療保険の保険税(料)とあわせて納付いただくことになる。
すべての医療保険から集められた「子ども・子育て支援金」は国が少子化対策の強化として
行う、こども未来戦略「加速化プラン」の財源の一部として充てられる。

※子ども家庭庁資料より引用 8



子ども・子育て支援金制度の創設に伴い、国民健康保険を含むすべての医療保険者は支援納付金の納付を
求められることになる。この支援納付金は令和8年度から令和10年度にかけて段階的に引き上げられる。

子ども・子育て支援金制度が少子化対策に係るものであることに鑑み、こどもがいる世帯の拠出額が増え
ないよう、国民健康保険においては18歳未満の子の均等割額が全額軽減され、その分は18歳以上の被保険
者で按分して負担することになる。

※子ども家庭庁資料より引用
9



加賀市国民健康保険税の課税限度額の引き上げ
・加賀市の令和７年度課税限度額は、国のより２段階低い（令和５年度）設定をしている。
・令和８年度では、国の課税限度額が１段階引き上げられることに伴い、
　加賀市の課税限度額を１段階（令和６年度）に引き上げるもの。
【改正の内容】
　課税限度額を、後期高齢者支援金等課税額において２２万円から２４万円に引き上げ、
合計を１０６万円とする。

Ｒ７（現行）

６５万円

２２万円

１７万円

１０４万円

課税限度額

基礎課税額

後期高齢者支援金等課税額

介護納付金課税額

合計

Ｒ８（改正）

６５万円

２４万円（引き上げ）

１７万円

１０６万円（引き上げ）

Ｒ５税制大綱

６５万円

２２万円

１７万円

１０４万円

課税限度額

基礎課税額

後期高齢者支援金等課税額

介護納付金課税額

合計

Ｒ６税制大綱

６５万円

２４万円

１７万円

１０６万円

（国）
＝ ＝

➡令和８年度新設の子ども子育て支援金に係る課税限度額は３万円とする 10



加賀市国民健康保険税の軽減基準拡大

　「令和８年度税制改正の大綱」において、低所得者世帯への配慮として、物
価の動向等を踏まえ国民健康保険税の軽減基準の拡大について、見直し措置を
講ずるとされたことに伴い、本市の国民健康保険税条例についても国に準拠す
る改正を行う。

【改正の内容】
　国民健康保険税応益割（均等割・平等割）の５割軽減及び２割軽減の対象と
なる世帯の軽減判定所得の算定において、被保険者の数に乗ずべき金額を引き
上げる。

Ｒ７

基礎控除額（４３万円）+
５６万円 × 被保険者数

基礎控除額（４３万円）+
３０.５万円 × 被保険者数

２割軽減

５割軽減

Ｒ８から

基礎控除額（４３万円）+
５７万円 × 被保険者数

基礎控除額（４３万円）+
３１万円 × 被保険者数
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② 国民健康保険税率改正（案）について 
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国民健康保険税率等改定の検討について①

１．県の示す標準税率との差

・保険税率の現状
　県が提示する標準税率より低い。これまで税収不足となる分は基金を活用し補填してきた。
  医療の高度化や診療報酬改定に伴う一人当たり医療費の増額や、７０歳以上の被保険者割合の
減少により県が受ける交付金が減額されたことによって、市が県へ納付する国民健康保険事業費
納付金が増額した。これに伴い、令和8年度においては標準税率との乖離がさらに増大した。

・保険料水準の県内統一
　国が策定した統一加速化プランにおいては、令和12年度までに保険料水準を納付金ベースで統
一し、その後、早期に完全統一を実現するとしているが、県のロードマップ案では、令和14年度に
納付金ベースで統一を行う予定となっている。

加賀市令和7年度保険税率と令和8年度標準税率との比較

一人当たり
調定額（円）

加賀市
R7税率　 ①

122,262

県提示
R8標準税率　②

155,979

差②-① +33,717
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２．子ども・子育て支援金制度の創設

・子ども・子育て支援金を保険税から徴収
　令和8年度から、子ども・子育て政策の給付拡充等に伴う支援金を国民健康保険税で賦課・徴
収し、拠出する。

　当初国の試算では、令和8年度は加入者一人当たり月額250円程度の支援金（＝年３，０００円
程度の保険税増）との見込みだったが、県から提示された加賀市の令和８年度支援納付金額を
もとに算出すると、一人当たり月額２６０円（＝年3,１００円程度）の保険税増となる見込み。
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子ども・子育て支援金制度が少子化対策に係るものであることに鑑み、こどもがい
る世帯の拠出額が増えないよう、国民健康保険においては18歳未満の子の均等割額
が全額軽減され、その分は18歳以上の被保険者で按分して負担することになる。
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３．事業調整基金の活用

・市独自の子ども減免や税率据え置き等による税収不足の補填
・統一までの期間中に講じる激変緩和措置に対する補填
・市の個別事情による税収不足への補填や独自事業の財源

現在約10億円の基金残高を上記事由に活用しているが、現行の保険税率では、毎年３億円以上の
税収が不足すると見込まれ、その補填を基金からし続けると令和１０年度には基金が枯渇する見込
である。

25

▲ 155
▲ 374 ▲ 310 ▲ 314 ▲ 329

1,003
848

474

164
▲ 150

▲ 479

11,307人
10,651人 10,225人 9,810人 9,420人 9,040人

▲ 600
▲ 400
▲ 200

0
200
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（決算）
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R8 R9 R10 R11
0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

基金残高の推移

（税率改定しない場合）

基金積立額 年度末基金残高 被保険者数
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国民健康保険税率等改定の検討について②

１．県内保険料水準の統一
　➡　現行の保険税率から県の提示する令和8年度標準税率へ引き上げると、
　　　一人当たり3万円程度の急激な負担増が生じる。

２．子ども子育て支援金制度の創設
　➡　各医療保険者において、医療保険料や介護保険料とあわせて徴収する、
　　　新たな課税区分の創設による負担増

３．基金残高の減少
　➡　税率据え置きのままだと、国民健康保険特別会計の収支不足の補填により

　　　令和1０年度には枯渇する見込み

令和１４年度に向けて、基金を活用した激変緩和措置を講じながら、
保険税を段階的に引き上げていく必要がある

19



8

新保険税率案Ｂで引き上げを行った場合

　基金残高の推移見込は下表のとおりであり、令和１１年度の基金残高は１億
９千万円程度の見込である。

　被保険者数の減少などから、令和１１年度に市が保有すべき基金残高は２億
円程度と見込まれる。その後も一人当たり国民健康保険税を年５千円程度ずつ
引き上げることで、保険料水準統一時点で市に必要とされる基金残高を保持で
きる見込みである。　

25百万

▲ 155百万
▲ 262百万

▲ 157百万 ▲ 131百万
▲ 108百万

1,003百万
848百万

586百万 429百万

298百万 190百万

1,003百万

848百万

474百万

164百万

▲ 150百万

▲ 479百万

▲ 600

▲ 400

▲ 200

0

200

400

600

800

1,000

1,200

R6
（決算）

R7
（見込）

R8 R9 R10 R11

基金残高の推移

基金積立額 年度末基金残高(税率改定あり） 年度末基金残高(税率改定なし）
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③ 答申（案）について 

※別添「答申（案）」参照 
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④ 令和７年度及び令和８年度保健事業の主な取組について
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区分 指　　標 配点 加点結果 配点

共通
①

特定健診受診率

125 40 160

特定保健指導実施率

特定健康診査実施率及び特定保健指導の実施率※

特定の年代における特定健診実施率※

メタボリックシンドローム該当者・予備軍の減少率

共通
②

がん検診受診率等
75 ３５ 65

歯科健診受診率等

共通
➂

発症予防・重症化予防の取組 70 70 65

共通
④

個人へのインセンティブ提供
１１１ ８１ ９４

個人への分かりやすい情報提供

共通
⑤

重複・多剤投与者に対する取組 １０５ ７５ 103

共通
⑥

後発医薬品の促進等の取組
140 120 90

後発医薬品の使用割合

【保険者努力支援制度】 

　保険者努力支援制度とは、国保保険者による予防・健康づくりを始めとする医療費適正化への取組など保険者機
能の強化を促す観点から、適正かつ客観的な指標に基づき、都道府県や市町村ごとに保険者としての実績や取組状
況を点数化し、それに応じて国から交付金（インセンティブ）を交付することで、国保の財政基盤を強化する制度であ
る。　

　　　【保険者共通の指標】　　　※新たに追加　　　　　　　　　　　              　　　　

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

      　　　令和7年度
            (令和6年度実施分)

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

      　　　令和8年度
         　   (令和7年度実施分)

※　・特定健診と特定保健指導の実施率が連動した指標を新設　　・若年層に対する取組を評価する指標を新設　　　　　　　　　　　              　　　　
23



　区分
指標 配点 加点結果 配点

固有
①

保険率（税）収納率 100 0 100

固有
②

データヘルス計画の実施状況 15 15 7

固有
➂

医療費通知の取組
60 10 30

こどもの医療の適正化等の取組 

固有
④ 地域包括ケア・一体的実施 40 40 27

固有
⑤

第三者求償の取組 41 31 41

固有
⑥ 適正かつ健全な事業運営の実施状況 106 80 115

合　　計 988 597 897

    【国保固有の指標】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
      　　　

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

      　　　令和7年度
            (令和6年度実施分)

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

      　　　令和８年度
            (令和７年度実施分)

※　・達成率を踏まえて指標を廃止　　　　　　　　　　　              　　　　
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77.3 76.7 77.3 

48.5 46.6 

52.4 
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加賀市 石川県 国

共通①　特定健診･特定保健指導の実施率、メタボリックシンドローム該当者及び　
　　　　　予備群の減少率　

特定保健指導実施率加賀市国保特定健診受診率　

令和7年度の主な取組

法定報告より　

(％)

取　　組 概　　要

健診未受診者対策
（R6年度受診率向上に結びついた取組を継続実施）
①対象者の年代や状況にあわせた健診勧奨
②SNSを活用した若年層への健診周知の強化
③専任者等による健診勧奨訪問及び電話

①国保連合会による電話勧奨事業(6月）を前年度国保加入者・不定期受診者等に年代によって時間
　帯を変え、電話勧奨を実施（1,009人）。また、未受診者通知（9月）をR7.9月時点の未受診者全　
　員に年代等に応じたメッセージを添えて送付。
②市公式LINEやKAGA健幸ヘルスケアアプリでメッセージを配信。
③受診率の低い地区（片山津、動橋、橋立、塩屋）への健診勧奨や、通院中によりデータ提供が可　
　能と思われる者等へ訪問や電話により健診勧奨。

地域との連携による健診の周知啓発　
①健康づくり推進員と協働による健診勧奨
②地域の関係機関に健診の周知啓発の協力依頼
③健診委託医療機関に健診周知啓発の協力依頼

①受診率＋3％(＋260人)を掲げ、地域における健診の周知や健診費用無料対象者（40歳、65歳）及
　び前年度の無料対象者（41歳、66歳）に個別訪問により健診勧奨。
②まちづくり推進協議会(地区公民館)や民生委員等に地区の健診受診率等について共有を図り、地
　域の活動等での健診の周知啓発を依頼。
③加賀市の現状（健診受診率や糖尿病有病者率等）について共有し、健診の周知啓発を依頼。

特定保健指導実施体制の強化　
①市内30か所の集団健診会場や医療機関健診会場で、特定保健指導が気軽に受けれるように地域在
　宅栄養士や５医療機関に委託し、協働で実施。
②よりよい健康支援ができるよう、特定保健指導スタッフの情報交換会の開催。

メタボリックシンドロームと生活習慣病予防の啓発
①健診の待ち時間にメタボ予防動画による健康情報の周知啓発（金大実習生協働作成）。
②広報誌やKAGA健幸ポイントヘルスケアアプリにおいて、生活習慣病関連のコラムを発信。

市目標値 42.0%
32.7 31.9

34.8

20.0 

25.0 

30.0 

35.0 

40.0 

R4 R5 R6

メタボ該当・予備群割合

(％) (％)

（国の目標値60.0％）
（国の目標値
減少率25.0％）（国の目標値60.0％）

市目標値　24.5％

令和８年度の主な取組　【特定健診】　  SNSやスマホアプリの活用、健康づくり推進員、食生活改善推進員、まちづくり推進協議会や地域の企業　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 および事業所等と連携し、健診の周知啓発を強化する。

　　　　　　　　　　 　　【特定保健指導】引き続き、特定保健指導実施率向上、メタボリックシンドローム該当者・予備軍該当者の減少を目指し、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 特定保健指導実施体制を強化する。

市目標値 80.0%

〇特定年齢受診率
・40～59歳　R5：22.6%　⇒　R6：26.3%　（＋3.7%）   　　　・40～44歳　R5：18.8%　⇒　R6：2３.0%    （＋４.2%）
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令和７年度 がん検診事業の主な取組

取　　組 概　　要

検診体制の充実
①がん検診と特定健診の一体的実施
　（集団健診）
②休日乳がん検診（加賀市医療センター）

①検診受診率向上のためがん検診と特定健診を同一日に実施
　（30日間）
②乳がん検診の受診率向上のため実施（日曜日の6日間）

がん検診未受診者対策
①健康フェスタや商業施設での検診案内

②65歳無料対象者への受診再勧奨

③ＮＨＫ×全国自治体×＜希望の虹プロジェクト＞の
協働による「がん撲滅キャンペーン」の実施

①KAGA健康フェスタや商業施設での女性がん検診会場で、検診
　勧奨や検診申込受付を実施（勧奨者数  250人）

②がんの好発年齢である65歳の市民対象に、全がん検診無料の
    案内通知を発送（勧奨者数　820人）

③ＮＨＫの番組(9月18日放映）と連動し、肺がん検診未受診者
  への受診勧奨リーフレットの発送（勧奨者数　296人）や、
　市公式ＬＩＮＥ・健康アプリでがん検診の案内を配信

共通②　特定健診･特定保健指導に加えて他の健診の実施や健診結果等に基づく
　　　　　 受診勧奨等の取組の実施状況　　　　　　　　　～がん検診事業～　

令和８年度の主な取組　令和7年度に実施した検診体制の充実やがん検診未受診者対策の取組を継続実施
　　　　　　　　　　　　　　　　し、受診率向上を図る。

◀健康フェスタでの検診案内

　健康づくり推進員による大腸がん
検診の受診勧奨

ＮＨＫ番組と連動した受診勧奨▶

「あしたが変わるトリセツショー」で
のがん特集の放送に合わせ受診勧奨

※勧奨者数は国保、社会保険等加入者の合計

26



共通②　特定健診･特定保健指導に加えて他の健診の実施や健診結果等に基づく
　　　　   受診勧奨等の取組の実施状況　　　　　　　　　～歯科口腔保健対策～　

(１）歯周病検診事業

対象者 受診場所 節目年齢受診人数
（全対象年齢）※1/19時点

節目年齢受診率（全
対象年齢）※1/19時点

個別検診 30歳以上 市内歯科医療機関（6/2～12/27） 74（880）
2.7％（2.0％）

集団検診 １９歳以上 6月1日（日）、11月30日（日） 　8（174）

※ 19歳～29歳までは集団検診のみ受診可。
   30歳以上は集団・個別検診のどちらかを選択受診可。
※ 節目年齢は保険者努力支援制度の評価対象の40、50、60歳及び70歳

令和8年度の主な取組　 
歯周病検診マニュアルの改定により、歯周病と生活習慣病をはじめとする全身疾患との関連が、これまで以上に重視される内
容となるため、検診では生活習慣や健康状態に関する問診項目を拡充した。歯周病検診は、口腔内の状態を確認するだけでな
く、全身の健康づくりにつなげる役割を担うものであるため、検診の目的を周知啓発するとともに、これまでも実施してきた
集団健診会場において、特定健診と同日に歯周病検診を受けられる機会を、引き続き提供していく。

(２）乳幼児のむし歯予防対策（R7年度実績）

①乳幼児のむし歯予防教室

　保育園等、市内子育て支援センター、親子つ
どいの広場等に歯科衛生士が出向き、乳幼児の
むし歯予防のための教室を実施。

②こどものフッ化物洗口

 健康格差の縮小を目指し、こどものむし歯予防に
効果のあるフッ化物洗口を実施。（R6年度～）

・５か所　　保護者参加102名　こども54名 実施箇所 対象

保育施設 20園実施／全２6園 ４・５歳児クラス

小学校 １７校実施／全１７校 全学年
③歯と口の健康週間行事事業

歯と口の健康週間行事(R7年6月1日）の来場者に対し、フッ素塗布・口腔清掃指導を実施。

・来場者数（市民）　261人　（再掲）フッ素塗布（2歳～小学生）87人

市公式LINEなどのSNSの
活用により、受診率が、前年
度に比べ約1.4倍増加した。
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共通➂　糖尿病等の生活習慣病の発症予防・重症化予防の取組の実施状況

⑵血糖値等正常化のための要
医療判定値者への医療再勧奨
及び、医療と連携した健康管
理支援

①健診結果等に医療機関受診の案内（医療連携書）を同封しているが、医
療連携書の返信のない方へ、看護師等が訪問等により再勧奨を行う。
➁医療連携書を活用して主治医の指示のもと保健指導を行う。指導の際に
はPHR(健康に関するアプリ等)の記録データを活用し、行動変容や生活習慣
改善につなげる。

①64人
➁39人

(内、PHR活用
12件)

①200人
➁40人

(内、PHR活用15件)

【令和7年度重症化予防の主な取組】

➡医療連携書の返書率は、昨年の同時期と比較し上昇した（R7.1：40.5％→R8.1：47.1％）。

　病院受診が、自分の体を客観的に振り返る機会となり、生活習慣を見直す意識の向上につながった。

➡医療機関との連携により、過去の検査結果や経過をもとに治療の必要性をお伝えし、受診を促すことができた。医療機関の治
療方針や患者さんへの思いを共有することで、行政と医療が同じ方向性で支援を考える機会になった地域全体の医療連携体制の
強化につながった。

⑶地域の医療連携体制強化の
ための治療中断者対策

市内医療機関における糖尿病療養指導士をはじめ、市内1医療機関（R6）
➔6医療機関（R7）へ事業を委託し、治療中断者への健康管理支援を行う。

 13人   21人

【糖尿病有病者の推移】 加賀市国保特定健診結果より 【地域の医療連携】 　　　　　　　　　　

かかりつけ医・医療機関

住民

医療連携書、
糖尿病連携手帳等

対象者自らが日々測定す
るデータ(PHR)の活用

(KAGA健幸ポイントヘル
スケアアプリ等)

市区町村
(保健師・管理栄養士)

➡病院の医師から本人が聞いていることや取り組まれていることをもとに、健康管理が継続できるよう支援を実施した。

取　　組 概　　要 令和6年度 令和7年度（見込）

⑴合併症の恐れがある者へ
の治療勧奨および健康管理
支援、課題分析
(HbA1c8.0%以上未治療者・治
療中者)

①健診結果等にて未治療者には糖尿病専門医等への治療勧奨や治療継続で
きるよう、治療の必要性や生活改善等により血糖値の改善につなげる健康
管理支援を行う。
➁治療中者に対し、主治医の指示に基づく（糖尿病連携手帳）健康管理支
援を行い、血糖コントロール改善につなげる。

 ①8人
➁ー

①4人
 ➁19人

令和8年度の主な取組　引き続き取組を継続するとともに、医療連携を強化する。 28



取　　組 概　　要 R7.12月末 R7年度目標

KAGA健幸ポイント
ヘルスケアアプリ
（R4.7～開始）

歩数、体重記録などの健康づくりにポイントを付与、毎月1,000

ポイント以上獲得した方に抽選でデジタルギフト券等を進呈。
生活習慣改善やメタボ予防・改善などの健康管理を推進。

登録者数
3,588人

登録者数
4,000人

登録者数と1,000pt達成者の推移（令和7年4月～令和7年12月）

アプリ参加者内訳（令和7年12月末現在）

ＫＡＧＡ健幸ポイントヘルスケアアプリ（ＫＡＧＡ健食健歩プロジェクト)

 共通④　広く加入者に対して行う予防・健康づくりの取組の実施状況
　　　　　～個人へのインセンティブ提供～

(人)

2,979 
3,192 3,379 3,588 

1,949 2,095 2,126 2,180 

1,500 
2,000 
2,500 
3,000 
3,500 
4,000 

R7.4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

登録者数 1,000pt達成者

男性1,233人　女性2,355人

令和８年度の主な取組

　令和７年度に引き続きKAGA健幸ポイン
トヘルスケアアプリを通じ、健康への意識
付け、ためになる健康情報等を提供し、市
民の健康管理を推進。
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 固有④　地域包括ケア推進・一体的実施の実施状況

取　　組 概　　要 令和6年度令和7年度

高齢者の保健事業
と介護予防の
一体的実施事業

令和2年度より開始

保険年金課・健康課・地域包括支援センターが広域連合と連携し、データ分析に基づい
た効果的なフレイル予防を実施。

○分析： 健診、医療、介護レセプト等のデータを活用
○個別支援（ハイリスクアプローチ）：健康課
　　　対象：糖尿病治療中断者など
　　　内容：保健師による個別訪問・受診勧奨・保健指導
○地域支援（ポピュレーションアプローチ）：ブランチ（地区地域包括支援センター）委託

　　　会場：地域の「通いの場」　５圏域
　　　内容：看護師等による健康相談、フレイルチェック、健康教育

4圏域

片山津
橋立
作見
動橋

5圏域

片山津
橋立
作見
動橋
山中

令和８年度の主な取組　・フレイル予防事業　６圏域に拡大し、実施予定
　　　　　　　　　　　　　　・認知症予防を目指した多因子要因実証事業の実施
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（国立長寿医療研究センター）   

▶出典：厚労省　令和元年度食事摂取基準を活用した高齢者のフレイル事業より

▶通いの場における事業の説明　動橋圏域（分校地区）

生活習慣病等
の重症化予防

高齢による心身
機能低下防止

（虚弱）
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＜健診を受けない理由＞

※国保の無料年齢40歳・65歳及び無料年齢の次年度年齢

　41歳・66歳の方に訪問。
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健康診断を受けない理由（国保）

その他の内訳

・かかりつけ医
・面倒
・時間が合わ
ない　　　　　等

「令和3年度　第一生命と包括連携協定による
健康づくり事業健(検)診の受診率向上に向け
たアンケート」より

＜加賀市国保特定健診年齢別受診率＞　　

グラフ2

グラフ1

グラフ3

健康意識の向上と行動変容を促す施策の在り方について
　　　　　　　　　　　　　　　～住民が主体的に健康に関心を高められるように～

　これまでの取組を含めて、どのような
　施策が効果的であるか。

(案)

 ○ これまでの取組の強化・工夫
　　・ 特定健診の無料化(無料年齢の拡大)　
　　・
　　・

 〇 その他の施策

　　・
　　・

　　・
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健康づくり推進員国保特定健診

未受診者勧奨訪問結果(R７)　　　　
４０歳・６５歳

４１歳・６６歳

(単位：人) (単位：人)
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　ＫＡＧＡ健食健歩プロジェクトの推進

＊第２次加賀市総合計画の基本方針である「いつまでも元気で健やかに暮らし続けられるまちづくり」
　の実現に向け、食生活の改善や運動習慣の定着化、健康を支え守るための社会環境整備として、平
　成２９年から「ＫＡＧＡ健食健歩プロジェクト」を推進している。

健　康

　参　考
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